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令和 7年度　第 1回松江市いじめ問題対応専門家会議　会議録 

 

１　日時　令和 8年 2月 5日（木）16：30～18：00 

 

２　会場　松江市役所　本庁 2階 会議室 

 

３　会議の出席者（順不同） 

協議委員　6名（所属・敬称等 略） 

長坂 正、髙橋 悟、深貝 登志子、河村 英夫 

※欠席者 2名（富澤 治、岩宮 恵子） 

松江市　　8名 

青木教育長、川上副教育長、 

生徒指導推進室 奥原室長ほか室員 5名 

 

４　開会 

〇事務局 

本日は、ご多忙のところお集まりいただきありがとうございます。ただいまより、令和７年度

第１回松江市いじめ問題対応専門家会議を開催いたします。 

はじめに、青木教育長よりごあいさつ申しあげます。 

 

５　開会あいさつ 

　　〇青木教育長 

専門家会議の委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。皆

様におかれましては、今年度が任期の３年目となります。昨年度は３回の専門家会議を開催し、

皆様から様々なご意見をいただきました。今年度は３回の実施を見直し、事例について皆様から

ご意見をいただきたいタイミングで専門家会議を実施することといたしました。今回が今年度第

１回目の開催となりますが、よろしくお願いいたします。 

本日の専門家会議では、これまでも相談しておりました事案についての報告と協議をお願いし

ております。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

さて、先般開催しました松江市いじめ問題対策連絡協議会においては、いじめの積極的な認知

が進んでいることを報告させていただきました。協議委員の皆様から頂いたご助言をもとに、校

長会や教頭会等においても今後の学校の取組についてさらに推進していくことを重ねて依頼して

いるところでございます。松江市としても引き続き取組の見直しを重ねるとともに、今後も重大

ないじめ事案の未然防止を学校に投げかけていきたいと考えております。 

本日は、限られた時間ではありますが、委員の皆様の専門的なご立場から忌憚のないご意見を

よろしくお願い申しあげ、開会のご挨拶といたします。 
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６　会長あいさつ 

〇事務局 

続きまして、長坂会長、ごあいさつをお願いいたします。 

　　〇長坂会長 

皆さんこんにちは。長坂です。 

最近のいじめに関するトピックでいうと、いじめの動画がネット上にアップされ、話題になる

ということがあると思います。そういったネットニュースを見ていると、コメント欄を見れば加

害者に対して、刑事手続きの中で処分を課すべきだという意見が世論として目立つように見える

ところです。学校としては警察に任せておけば何もしなくていいというわけでもなくて、加害児

童も被害児童も、学校生活を送り続ける限りはケアが必要になるところです。この点について

は、学校としてのケアがどうあるべきかということについて、社会でもネット上でもそれほど議

論が深まっていないと思うところです。 

この会議ではですね、松江市内の各専門家の知見もいかして、具体的な事案において学校とし

てどの対応がありえるかというところを議論できればいいのではないかなと思っています。今日

は委員が 2名欠席していらっしゃるので、いつもより皆さんにご発言いただく機会が増えるかも

しれません。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

７　委員紹介　 

　　〇事務局 

ありがとうございます。 

続いて、今年度よりご参加いただいている河村委員をご紹介いたします。すでに、協議会には

ご参加いただいております。よろしくお願いいたします。 

また富澤委員、岩宮委員は本日欠席の連絡をいただいております。 

 

８　資料確認 

〇事務局 

資料の確認をいたします。資料につきましては、事前に配付させていただいているものと、本

日机上に置かせていただいたものがございます。資料の不足がございましたら、事務局までお知

らせください。確認ですが、次第とともにホチキス止めしてあるものが事前に配付しているもの

になります。要綱も加えさせていただきました。それに加えて、本日のところで置かせていただ

いてる資料が資料 2-1、2-2、そして資料 3になります。さらに、文部科学省から出ているいじめ

の重大事態のガイドライン、昨年度の 8月改訂されたものを置かせていただいておりますので、

参考にしていただけたらと思います。 

それでは、この後の進行につきましては、松江市いじめ問題対策連絡協議会設置条例第 15条

第 2項に基づきまして、長坂会長にお願いしたいと思います。 

 

 



3 
 

 

９　公開・非公開の確認 

　　〇長坂会長 

議事に入ります前に、会議の公開非公開について確認いたします。 

事務局に確認します。本日の議事は福祉情報公開条例第 30条に該当する報告協議事項は含まれ

ていますか。 

〇奥原室長 

本日はすべての協議事項に個人が特定される情報を含んでおりますので、議事につきましては

非公開とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

　　〇長坂会長 

専門委員の皆様よろしいでしょうか。 

では本日の協議等につきましては非公開とさせていただきます。 

　 

以下・非公開 


